
①にじバス協議会・コミュニティタクシーを考える会等の開催：意見交換・意見収集・情報共有 

②アンケート調査・ヒアリング・ワークショップの実施：市民の意識・実態調査 

⇒ 市民・地域ニーズの把握 

 

＜検討体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「（仮称）小平市の地域公共交通の基本方針」策定の概要 

＜スケジュール（予定）＞ 

◆ 令和４年度 

①市民意識・実態調査に関する意見交換や意見収集等 

②市民意識・実態調査（アンケート調査・ヒアリング・ワークショップ） 

への協力・連携 

③市民意識・実態調査の集計結果報告等 

◆ 令和５年度 

①基本方針の策定に向けた意見交換や情報共有等 

②基本方針案に関する意見交換や情報共有等 

⇒ 「（仮称）小平市の地域公共交通の基本方針」の策定 

◆ 各会議の運営        ◆ 市民参加の場への運営支援・協働   

◆ 関係機関との協力・連携   ◆ 市民・地域ニーズの把握と整理   

 事務局（公共交通課） 

～これまでの取組や現状を踏まえ、地域の特性や実情、ニーズに即した地域公共交通を横断的広域的な視点で検討～ 

市民参加の場 

 

 

 

 

 

⇒ 専門的なノウハウ・経験を活かし公共交通サービス全体の 

視点から、市民参加を推進しながら協議する。 

市民・利用者代表者 

(商工会：にじバス協議会等代表者） 

 

交通事業者 

(バス・タクシー事業者等） 
学識者 

国土交通省・警察署 

道路管理者 

 

 

 

 

 

⇒ 多様化するニーズや地域課題に対し、庁内関係部署が横断的に 

連携しながら検討する。 

地域公共交通会議 

福祉関係 産業振興・市民協働関係 

環境・交通安全・道路管理関係 

検討委員会（１０課） 

情報共有・連携 

資料１－② 

令和４年７月２１日 

＜検討事項＞ 

 ◆ 社会状況や公共交通を取り巻く環境の変化への対応 

◆ 多様化するニーズや地域課題に対する横断的・広域的な連携や協働 

◆ 地域の特性や実情、ニーズに即した公共交通の維持、確保 

・生活交通の維持（コミュニティバス・コミュニティタクシー） 

・地域との協働による取組の継続 

・これまでの取組や現状から見えてきた課題への対応 

 

⇒ 持続可能なまちづくりにおける 

地域公共交通の目指すべき姿の実現 

※道路運送法に基づく法定会議 


